
生活保護を申請したい方へ 

 

 

 

 

 

⇒ お住まいの区役所・支所の保健福祉センター（福祉事務所）にご相談ください。 

  京都市の福祉事務所一覧【リンク】（裏面） 

 

 生活保護に関するよくある誤解 

 （詳しくは生活保護制度【リンク】をご覧ください。） 

  次のような場合でも、生活保護を受けられることがありますので、ためらわずに相談してく

ださい。 

  ○ 収入や資産を証明する書類がそろっていない。 

  ○ 社会福祉協議会の貸付（総合支援資金 等）を受けても自立できなかった。 

  ○ 持ち家に住んでいる。 

  ○ 住むところを失っている。 

 

扶養義務者（親族）について  

    扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してから

でないと申請できない、ということはありません。 

また、全ての扶養義務者に援助について調査するわけではなく、以下の場合等には、調

査を行わないこともあります。 

〇 扶養義務者がＤＶ加害者の場合 

〇 扶養義務者が施設入所又は長期入院している場合 

〇 扶養義務者が主たる生計維持者でない非稼働者・未成年者・概ね７０歳以上の高齢 

者である場合 

〇 扶養義務者に借金を重ねている。 

    〇 扶養義務者と相続を巡り対立している。 

    〇 扶養義務者と縁が切られている。 

    〇 扶養義務者と一定期間（例えば１０年程度）音信不通である。 

生活保護の申請は市民の権利です。 

生活保護を必要とすることは、どなたにでもあり得ますので、 

ためらわずに相談してください。 



　　京都市の保健福祉センター（福祉事務所）一覧

所属名 住所
電話番号

（区役所・支所代表）
最寄りの駅・停留所

北区役所  〒603－8511

保健福祉センター 北区紫野東御所田町33－1

　北区総合庁舎内

上京区役所  〒602－8511

保健福祉センター 上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地

左京区役所  〒606－8511 地下鉄：松ヶ崎

保健福祉センター 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7番地の2 市バス：左京区総合庁舎前 

　左京区総合庁舎内

中京区役所  〒604－8588 地下鉄：二条城前

保健福祉センター 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 市バス：堀川御池

　中京区総合庁舎内

東山区役所  〒605－0862

保健福祉センター 東山区清水五丁目130の8

　東山区総合庁舎 南館内

山科区役所  〒607－8511

保健福祉センター 山科区椥辻池尻町14－2

　山科区総合庁舎内

下京区役所  〒600－8588 JR：京都

保健福祉センター 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 地下鉄：京都

　下京区総合庁舎内 市バス：下京区総合庁舎前

南区役所  〒601－8511

保健福祉センター 南区西九条南田町1の3

　南区総合庁舎内

右京区役所  〒616－8511

保健福祉センター 京都市右京区太秦下刑部町12番地

　サンサ右京内 

西京区役所 〒615－8522

保健福祉センター 西京区上桂森下町25－1

　　西京区総合庁舎内 

西京区役所 〒610－1198

洛西支所 西京区大原野東境谷町2丁目1－2

保健福祉センター 　洛西総合庁舎内 

伏見区役所 〒612－8511

保健福祉センター 伏見区鷹匠町39-2

伏見区役所 〒612－0861 市バス：直違橋一丁目

深草支所 伏見区深草向畑町93番地の1 京阪電車：藤ノ森

保健福祉センター 　深草総合庁舎内 

伏見区役所 〒601－1366 地下鉄：醍醐

醍醐支所 伏見区醍醐大構町28 市バス：醍醐池田町

保健福祉センター 　醍醐総合庁舎内 

571-0003 

861-1101 

381-7121 

332-8111 

611-1101 

642-3101 

432-1181 

441-0111 

702-1000 

812-0061 

561-1191 

592-3050 

371-7101 

681-3111 

市バス：千代原口 

市バス：境谷大橋 

市バス：北大路新町 

市バス：上京区総合庁舎前

京阪電車：伏見桃山

市バス：東寺南門前 

地下鉄：太秦天神川

市バス：清水道 

地下鉄：椥辻 


